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みとよくらしのおしらせ
Information' s

国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の
仮徴収が始まります

後期高齢者医療保険料のお知らせ

発達障がいなどのお困りごとを相談できます

重度障がい者日常生活用具給付の対象者が追加されました

▼問い合わせ　税務課　☎ 73–3006

▼問い合わせ　税務課　☎ 73–3006

▼問い合わせ　福祉課　☎ 73–3015

▼申し込み・問い合わせ　福祉課　☎ 73–3015

仮
徴
収（
公
的
年
金
か
ら
の
天
引
き
）

仮
徴
収
と
は
、年
間
の
保
険
税（
料
）額
が

決
定
す
る
前
に
、４
～
８
月
の
年
金
支
給
日

に
、保
険
税（
料
）を
公
的
年
金
か
ら
天
引
き

す
る
制
度
で
す
。

仮
徴
収
の
新
規
対
象
者
に
は
、
４
月
上
旬

に
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

納
付
方
法

公
的
年
金
か
ら
の
天
引
き
の
場
合

年
金
機
構
に
よ
る
天
引
き
可
能
対
象
者

が
決
ま
り
次
第
、
自
動
的
に
始
ま
り
ま
す
。

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
の
場
合

年
間
の
保
険
税（
料
）額
の
決
定
後
、

７
月
か
ら
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ

る
納
付
が
始
ま
り
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
は
、
年
金
天
引
き
を
停
止
し
て

口
座
振
替
に
変
更
す
る
こ
と
が
可
能
で

す
。
希
望
す
る
場
合
は
、
税
務
課
ま
た

は
各
支
所
へ
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

均
等
割
額
の
軽
減

世
帯
の
被
保
険
者
全
員
と
世
帯
主
の
総

所
得
金
額
な
ど
の
合
計
額
で
、
均
等
割
額

の
軽
減
割
合
を
判
定
し
ま
す
。

※
賦ふ

か課
期
日
（
４
月
１
日
）
の
世
帯
状
況

で
判
定
し
ま
す
が
、
年
度
途
中
で
被
保

険
者
に
な
っ
た
人
は
、
資
格
取
得
日
が

賦ふ

か課
期
日
に
な
り
ま
す
。

※
65
歳
以
上
の
人
は
、
公
的
年
金
所
得
の

最
大
15
万
円
を
控
除
し
ま
す
。

学
校
や
職
場
で
の
人
間
関
係
が
う

ま
く
い
か
な
い
、
仕
事
が
続
か
な
い

な
ど
、
生
き
づ
ら
さ
を
感
じ
て
い
る

人
は
、
そ
の
原
因
の
１
つ
に
発
達
障

が
い
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

例
え
ば

	・
忘
れ
物
や
物
を
な
く
す
こ
と

が
多
い

	・
仕
事
の
優
先
順
位
が
分
か
ら

な
い

	・
集
中
が
続
か
な
い　
な
ど

在
宅
で
、
重
度
の
障
が
い
の
あ
る

人
が
日
常
生
活
で
の
困
難
な
こ
と
の

改
善
や
自
立
し
た
生
活
の
支
援
な
ど

の
た
め
に
、
用
具
を
給
付
（
貸
与
）

し
て
い
ま
す
。
４
月
１
日
か
ら
、
次

の
種
目
で
対
象
者
を
追
加
し
ま
す
。

移
動・移
乗
支
援
用
具

基
準
額　
　
６
万
円

耐
用
年
数　
８
年

申
請
方
法

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
必
要
書

類
を
福
祉
課
ま
た
は
各
支
所
に
持

参
し
て
く
だ
さ
い
。

県
発
行
の
長
寿
手
帳
を
、
65
歳
以
上
の
人
に

交
付
し
て
い
ま
す
。
こ
の
手
帳
を
県
内
の
指

定
公
共
施
設
で
提
示
す
る
と
、
入
場
料
・
使

用
料
な
ど
が
無
料
ま
た
は
割
引
に
な
り
ま
す
。

利
用
で
き
る
施
設

宗
吉
か
わ
ら
の
里
展
示
館
、
栗
林
公
園
、

県
立
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
な
ど

※
施
設
に
よ
り
、
要
件
が
異
な
り
ま
す
。

対
象　
市
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
人

申
請
方
法

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
、
年
齢
が
確

認
で
き
る
も
の
を
持
っ
て
、
福
祉
課
ま
た
は

各
支
所
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象国

民
健
康
保
険
加
入
者
で
、昭
和
26
年
４
月

１
日
～
昭
和
61
年
３
月
31
日
生
ま
れ
の
人

※
国
保
の
適
用
開
始
年
月
日
が
、
４
月
１
日

以
前
の
人
に
限
り
ま
す
。

申
請
方
法

受
診
希
望
者
は
、
３
月
下
旬
に
郵
送
し
た

申
込
書
を
健
康
課
ま
た
は
各
支
所
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※
先
着
順
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

申
請
期
限

４
月
14
日
（
月
）
ま
で

※
期
日
を
過
ぎ
る
と
、
受

け
付
け
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

相
談
窓
口

	・
福
祉
課　

		　

☎
73
・
３
０
１
５

	・
こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
な
な
い
ろ

（
子
育
て
支
援
課
内
）

☎
73
・
３
０
１
６

	・
保
育
幼
稚
園
課☎

73
・
３
０
３
６

	・
学
校
教
育
課

☎
73
・
３
１
３
１

	・
県
発
達
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

ア
ル
プ
ス
か
が
わ

☎
０
８
７
・
８
６
６
・
６
０
０
１

	・
県
ふ
じ
み
園
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
８
７
７
・
98
・
３
１
６
３

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
全
員
が

等
し
く
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」
と
、
所

得
に
応
じ
て
決
ま
る
「
所
得
割
額
」
の
合

計
額
で
す
。

保
険
料
率
は
、
２
年
ご
と
に
見
直
し
を

行
い
、
都
道
府
県
ご
と
に
決
定
す
る
た
め
、

県
内
全
て
の
市
町
は
同
率
で
す
。

保
険
料
額
の
通
知

個
人
ご
と
の
保
険
料
額
は
、
７
月
中

旬
に
送
付
す
る
保
険
料
額
決
定
通
知
書

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

賦ふ

か課
限
度
額

保
険
料（
年
額
）の
限
度
額
は
、80
万

円
で
す
。

4月から

令和7年度

4月2日(水) ～8日(火)は発達障害啓発週間
くらし

国保人間ドックの
申込受付中です

長寿手帳を
お渡ししています

▼申し込み・問い合わせ　健康課　☎ 73–3014 ▼申し込み・問い合わせ　福祉課　☎ 73–3015

くらし

年金支給月 天引きされる金額

仮
徴
収

4月
2月と同額6月

8月

本
徴
収

10月 年間保険税(料)額の
うち、仮徴収で納められ
なかった額を3分割

12月
翌年2月

年間保険税(料)の
仮徴収と本徴収の時期と金額

均等割額の軽減判定

1人で悩まず、
どんなことでも
お気軽にご相談
ください。

▲長寿手帳

▲保険料の詳細
はこちらから

▲利用可能施設
はこちらから

▲

他の種目や
対象者など
の詳細はこ
ちらから

健康

令和7年度の保険料率

均等割額：54,000円
所得割率：10.41％

対象者の所得要件
（世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額）

均等割の
軽減割合

43万円＋10万円×（★給与所得者などの数-1）以下 7割

43万円＋（30.5万円×世帯の被保険者数）＋
（10万円×（★給与所得者などの数-1）以下 5割

43万円＋（56万円×世帯の被保険者数）＋
（10万円×（★給与所得者などの数-1）以下 2割

★一定の給与所得者、または公的年金の支給を受ける人。

お知らせ

お知らせお知らせ

※４月から新たに天引きされる人は、令和５年中の
所得を基に仮計算された保険税（料）の1/6相当
の額になります。
（介護保険料・後期高齢者医療保険料のみ）

こ
れ
ま
で

の
対
象
者

	・
平
衡
機
能
障
害
３
級
の

人（
児
）

	・
下
肢
ま
た
は
体
幹
機
能

障
害
２
級
以
上
の
人

（
児
）

	・
難
病
患
者
な
ど
で
下
肢

が
不
自
由
な
人

追
加
す
る

対
象
者

	・
視
覚
障
が
い
の
あ
る
人

（
児
）

※
歩
行
･
移
動
時
の
安
全

確
保
の
た
め
の
用
具
に

限
る

（
歩
行
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ

		

ン
シ
ス
テ
ム
な
ど
）

4月14日（月）まで 65歳以上の皆さんへ


